
仕 様 書 

 

１．工事名   大阪市大正区在宅サービスセンター受変電設備改修工事 

 

２．工事場所 大阪市大正区小林西１-１４-３  大正区在宅サービスセンター 

 

３．工事内容 大正区在宅サービスセンター 受変電設備の更新 

 

４．工  期  令和６年３月３１日までに完了・引渡 

※工事完了希望は、３月３１日とするが、材料の納期が未確定の状況で

の入札となることを鑑み工事完了時期については、本会と協議・調整の

うえ最終決定とする。 

 

５．参加資格  

大阪市入札参加資格有資格者名簿において、工事種別「電気工事」及び「塗装工事」

を有する者であること。  

経営規模等評価結果通知書の電気工事における総合評定値が 900 点以上有する者であ

ること。 

次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事施工中に配置できるこ

と｡  

１級電気工事施工管理技士また 2 級電気工事施工管理技士の資格を有し、本件と同等

工事実績（履行を完了したもの）を有すること。 

 

６.工事実施方法 

作業に先立ち工程を当協会と打合わせを行い、係員の指示に従って実施すること。 

作業にあたっては、安全確保に努めること。 

写真は、作業前、作業中、作業完了を内容に応じて全容が分かるように撮影すること。 

停電作業は原則として当協会休館日に行うこととし、日程は事前に当協会と打合わせ

ること。 

仕様書等に記載されていない事項は、すべて民間七会連合協定工事請負契約約款によ

る。 

 

７.特記仕様 

(1) 対象機器 

①高圧負荷開閉器（ＬＢＳ）動力用交換 

②高圧負荷開閉器（ＬＢＳ）電灯用交換 



③電力用コンデンサー（ＳＣ）交換 

④高圧ケーブル交換 

⑤高圧ケーブル保護管塗装 

⑥キュービクル外装塗装 

 

(2) 上記更新に付帯する工事一式 

   更新作業後は、法令に基づく当該電気工作物の測定・試験を行い、経済産業省等で求 

める電気設備技術基準の規定に適合しない事項があるときは、保守管理業者に必要な 

指導または助言を求めること。 

   交換した電気機器は、受注者が処分すること。また産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

を作成すること。 

電気工作物の事故発生等の場合は、応急処置を指導するとともに、事故原因の探求に

協力し、必要に応じて検査を実施すること。 

(3) 工事に必要な電力及び水は、必要な限度において提供する。 

(4) 発生材処理再資源化可能なものは、再資源化施設等に搬入して全てリサイクルすること。 

 

８．法令の遵守  

請負者は、本工事に関する諸法令及び諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとと

もに、諸法令及び諸法規の適用は、受注者の責任において行わなければならない。 

 

９．官公署等への手続き請負者は、工事の実施に当たり関係官公署及びその他の関係機関

に対する諸手続きが必要な場合は、請負者の責任において、法令及び条例の規定によ

り迅速に処理しなければならない。 

請負者は、届出等の諸手続きにおいて、許可、承諾等を得たときは、その書面の写し

を監督職員に提出しなければならない。 

 

１０．契約変更 

工事請負契約書に規定する協議事項は、次のとおりとする。 

(１)履行期間の変更が生じた場合 

(２)その他 

 

１１．契約締結後速やかに提出する書類 

受注者は、契約締結後１４日以内に以下の書類を作成し、発注者の承諾を得るものと

する。 

また、本工事の主任技術者または監理技術者を定め、その経歴を発注者に届け出るも

のとする。 



(１)施工計画書 

(２)その他、工事の実施に必要な書類 

 

１２．請負者は、労働災害及び物件損害等の発生の未然防止に努め、「労働安全衛生法」

等関係法令の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講じること。 

 

１３．.提出書類 

作業完了後、速やかに下記を提出すること。 

 工事完了報告として納入仕様書、各種試験成績結果、工事写真をファイル綴じ 1部 

 

１４．その他 

(1)請負者は、発注者の施設等に損傷を与えた場合は、その責任を負うものとする。 

(2)工事に必要な電力・水を除いて、工事に必要な資機材、ゴミ袋等は、すべて請負者

が用意すること。 

(3)本仕様書に定めのない事項又は工事の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応

じて監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 


